
座座談談会会「「自自主主共共済済のの存存続続ののたためめにに」」
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全日本民主医療機関連合会共済組合専務理事 渡邉 文夫（わたなべふみお）

全国商工団体連合会副会長 西村 冨佐多（にしむらふさお）

（司会 石塚 秀雄）

�自主共済には本業がある
司会 今日はありがとうご
ざいます。まず各団体の自
己紹介、組織や活動内容、
共済事業についてのご紹介
をお願いします。それでは
労山（日本勤労者山岳連
盟）理事長の斉藤さんから
お願いします。

斉藤 私たちの組織は、２００７年５月現在、４７都道
府県に７００の山岳会とハイ
キングクラブを持っていま
す。日本の山岳団体で一番
大きいのは日本山岳協会
（５～６万人）ですが、私
たちは会員数２万２千人で
２番目でして、山のナショ
ナルセンターの役割を果た

している団体です。創立されたのは１９６０年、安保
の年ですね。当時は勤労者山岳会、その後名称を
日本勤労者山岳連盟と変えました。今年でもう４７
年目になり、５０周年を目指しています。
山の団体ですので、山登りを活発にするような

活動が中心で、技術的な講習会や教育活動、また
遭難事故をなくすために遭難防止の活動もやって
います。また自然環境を守ることも大きな課題で
す。地球レベルでの温暖化の影響から、日本の山
でもそうですし、世界的にもヒマラヤなどの高い
山で氷河の後退などが問題となっています。登山

団体として自然を守ることが課題となってきてい
ると思います。国内だけではなくて、私たちはア
ジアの団体とも交流がありますので、ネパールや
中国、台湾や韓国の団体と交流を持ってやってい
ます。
共済については１９７０年代に始まります。ちょう

ど１９５６年にマナスルが登頂され登山ブームになっ
たのですが、組織されていない登山者が多かった
こともあって、若い人を中心に遭難事故が多発し
ました。私たち労山は事故を起こさないことを目
的に作られたのですが、私たちの中でも事故がお
きました。当時、山岳保険はなくて、あっても生
命保険の特約であったり、一時的に出来たのです
がすぐになくなってしまったりと使える保険がな
く、自分たちで作らざるを得ませんでした。それ
で１９７１年に関東を中心に遭難対策基金が発足し、
１９７４年には全国の労山遭難対策基金となりました。
会員の加入率は９４％で、大半の会員が何らかの形
で加入しています。掛け金は年間掛け捨てで１口
千円、１０口まで選択できることになっています。
それぞれの山のリスクに応じて、技術レベルの高
いクライミングや冬山などをする人たちは、大き
な口数で加入することになっています。死亡は２００
倍で保障し、捜索救助は３００倍です。毎年加入を
続けると１０倍ずつ上がる形で、捜索救助に関して
は、最大１０年続けると４００倍まで上がります。商
業保険ではあまり保障しませんが、私たちの共済
は山での病気についても給付をします。当然、怪
我での入院、通院も対象です。それからハイキン
グの人たちもたくさんいるのですが、加入率があ
まりよくないのもありまして、普通の倍率の３倍
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までを限度に保障、交通事故は除いたドアツード
アで保障対象です。ですから中には駐車場で転ん
で怪我をした、山小屋で怪我をしたということも
対象になるのです。非常に幅広い山の保障で、海
外登山やフリークライミングも対象です。そうい
う意味では他の山岳保険に負けない、一番優れた
山岳共済だという評価をとっています。

司会 ありがとうございました。次に保団連（全
国保険医団体連合会）の事務局長である室井さん
からお願いします。

室井 保団連は、保険医という名称にあるように
健康保険を取り扱う開業医を中心とした医師・歯

科医師の団体です。活動
の目的は大きく２つあり
まして、ひとつは開業保
険医の生活と権利を守る
活動、もうひとつは患者、
国民の受ける医療内容を、
社会保障として充実、発
展させること。この２つ

を掲げて活動しています。
開業医の運動は戦後まもなく各地で始まりまし

たが、連合会の結成は１９６９年、今年で３８年目にな
ります。活動目的の柱のひとつである開業医の生
活と経営を守るというのは、開業医の場合、医療
機関の経営者であると同時に専門職の活動なので、
本人が怪我や病気で倒れたとき、その医療機関は
しばらく休んだり閉院したりしなければならない
状況になります。すると患者さんの継続的な医療
も保障できないし、その医療機関に勤めている従
業員の生活保障もできなくなることになります。
開業医の経営と従業員や地域住民の健康も保障す
る立場では、代診医を依頼して医院も継続しなが
ら本人も療養できるという制度の要求が高かった
のです。それで保険医休業保障共済制度というの
を作りました。同時に、開業医の場合は勤めが変
遷することなどもあって公的な老後保障も十分で
なく、経済的な保障レベルでいくと公的年金のレ
ベルではカバーできないため、保険医年金制度と
いうのを作っています。そのほか、万が一本人が
亡くなった場合、とくに開業当初の段階では借金

をかなり抱えながら医院を経営することが多いの
で、その医療機関の経済的な保障をどうするかと
いう問題もあって、大型の死亡保障をグループ保
険で、そのほか医療機関の経営を支えるための融
資制度を銀行とタイアップするなど、開業医の経
営や生活を支える活動をしてきました。保険医年
金やグループ保険は保険会社との提携でやります
が、会員の立場から保険会社のいいなりのままで
はなく要望を出しながら運営しています。
保険医休業保障共済制度は、出来て３７年目にな

りますが、発足当初は保険会社に病気や怪我を保
障する制度がなかったのです。医療機関の経営者
なので他へ入院するというニーズも少ないです。
すると自宅で療養するという制度が保険会社には
まったくなく、作るように要望しても経験値がな
いのでできないと言われました。怪我の場合は、
当初は損害保険会社と契約し、経験値をつみなが
ら健全にやろうとかなりセーブした形からスター
トしたのです。その中で保険会社の運営実態がわ
かりました。いかに保険料が高いかというのを経
験したのです。たとえば保険料で千円を掛け金と
して出しながら、支払いは１００円、２００円のレベル
なのです。何度も交渉して相当下げたのですが、
保険会社からはこれ以上は利潤を考えると引き下
げには応じられないとなったのです。しかし実際
の給付の実績と保険会社に払う保険料とには格差
がかなりあって、これならば自家共済でやる方が
加入者に還元できるというので、病気と傷害の休
業保障は自分たちでやることになりました。疾病
や傷害のほかに、死亡や満期の場合に何もないの
もどうかというので、保険会社との契約をセット
した複合的な制度になっています。医師の団体で
もあるので加入や給付で、疾病や傷害と休みとの
関係が妥当かどうかを自ら審査して査定が出来ま
す。これを保険会社にお願いすると莫大な費用が
かかりますので、これは会員同士がボランティア
で審査を行い、一定の剰余的部分は会員の給付改
善に振り向けるという形で行ってきました。これ
が自主共済の部分となります。

司会 ありがとうございました。それでは引き続
き全日本民主医療団体連合会（民医連）の共済組
合専務である渡邉さんにお願いします。
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渡邉 全日本民医連は１９５３年６月に病院や診療所
など医療機関の連合体として結成されました。戦

前からお金のあるなしで差
別されない医療をどのよう
に人々に提供するかという
ことで無産者診療所という
運動がずっとありました。
戦争が終わってからは、こ
れからは国民のための診療
所づくりを本格的にやろう

ということで、全国各地で医師や看護師、事務な
どが集まり医療機関をつくる運動が本格的に起こ
り、無産者診療所の伝統を引き継いで連合会を結
成したのが出発点です。医療機関の連合会を作っ
たことによって互いに経験交流をし、国民のため
の総合的な社会保障制度を確立し、医療制度の民
主化にも取り組みました。民医連の病院や診療所
は地域の人々の協力を得て建設されましたが、お
金で人を差別せず平等な医療を提供するという医
療機関の経営は大変厳しく、活動の途中で倒れて
亡くなる方もおられ、仲間うちでカンパを集めて
お葬式をしたという話も残っている程です。その
後全日本民医連の総会において、職員の福利厚生
について全国的な保障制度を確立できないかとい
う声があがり、１９７２年に共済組合が設立されるこ
とになりました。
設立当初は１万人程度でしたが、全日本民医連

の運動の発展に伴い、現在では５万近い加入員が
います。給付内容も死亡共済金の制度からはじま
り、その後災害見舞金、退職後の生活保障、と少
しづつ内容を充実させてきました。また、民医連
の共済運動は、各医療法人ごとの共済会があり、
その法人共済会が県ごとに集まって県単位での共
済運動もおこなってます。そして全日本民医連共
済組合があるという３段階になっています。私た
ちは連帯と癒しのネットワークと呼んでいます。

司会 ありがとうございました。それでは全商連
（全国商工団体連合会）の副会長である西村さん
にお願いします。

西村 西村です。全商連の副会長をしていますが、
保険業法対策委員会の責任者もやっております。

私たちの団体は、戦後ま
もなく、とりわけ進駐軍の
財政を確保するために税金
が大変高い時期がありまし
て、通常「ジープ徴税」と
言われるくらいに税務署員
が進駐軍のジープに乗って
きて、布団から時計から家

畜まで差し押さえるという時代でした。これはた
まらないと地域の零細な業者が集まって闘ってき
たのが始まりです。そういう地域の闘いをまとめ
てできたのが全国商工団体連合会です。これが５６
年前です。今は全国４７都道府県に６００の民主商工
会があります。
依然として税金問題というのは、日本の政治の

中で大きな比重を占めているという点では、度重
なる大型間接税の導入や消費税率が二桁になるか
もしれないという局面の中で、大きな力を割かな
ければならない闘いとなっています。しかし、か
つてのように税金の心配だけをしていれば、中小
業者を守っていけるという時代ではありません。
中小業者の要求は、多岐にわたっています。今は
長引く不況と格差の中で、ワーキングプアに押し
込められているという感があります。なにせ自分
の仕事だけでは生活が成り立たない人が６０％に上
るわけですから、まさにワーキングプアです。い
まは会員が２６万人、発行する『全国商工新聞』の
部数は３５万部です。
共済制度に関して言えば、各地に保険会社との

提携を含めた共済がありました。それを全商連共
済会として統一したのが２２年前です。ただ全商連
共済の場合は、発足した翌年には制度変更の研究
が始まりました。本来の意味での助け合い共済と
いうことで、可能な限り全員が加入でき、同じ会
費で同じ共済金（死亡弔慰金や入院見舞金など）
と、より共済に近いものをという研究が始まりま
した。この間、何度か大きな改善が施されました。
いまはひと月千円という一律の会費で、民商会員
と配偶者は年齢と健康状態にかかわりなく加入で
きます。したがって、他の共済と異なって低い水
準にしてあります。死亡弔慰金で２０万円、入院で
１日３千円を１２０日と、まさに本当のお見舞金制
度に近くなっています。同時に全商連共済会が一
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貫して力を入れているのは、健康診断活動です。
２年に一度、「いのちと健康を守る学習交流会」
を開いています。なかなか中小業者は「時間がな
い」などと理由をつけて健診が進まないのですが、
ここはがんばって、早期発見・早期治療にしよう
と全商連共済の中軸になる活動と位置づけていま
す。

�保険業法と金融庁の態度
司会 どうもありがとうございました。さてこの
間、当研究所でも学習会を６回開催したり、皆様
方も懇話会で活動されたり、他の研究会なども活
動したりしていますが、保険業法の改正について、
現状では問題がどこにあるのでしょうか。適用除
外を要求していくことを含め、改正保険業法の問
題点を自由にご指摘いただきたくお願いします。
また、金融庁は現在はどのような態度をとってい
るのでしょうか？

斉藤 ２００６年９月いっぱいまでに、いわゆる保険
業の届出をしなさいという期限がありましたが、
それまでは金融庁は話し合いに行っても「とにか
く届け出しろ」と言うだけで、私たちが改正保険
業法の問題点を指摘したり質問状を提出したり、
適用除外に対しての要望を出したりしていたのに
対して、全く応える姿勢を示さなかったのです。
しかしそれ以降は、こちらの取り組みのこともあ
るだろうし、マスコミで取り上げられたり国会の
中でも質問されたりしたこともあって、話し合い
には応じるという態度にはなってきました。
国会では、何回か、以前もですが、金融大臣が

適用除外の明言はしませんが、新しい制度への自
主共済の移行については親切に相談に乗る、対応
するということを言っていました。その意味では
話し合いに応じるようになってきたのです。ただ
少額短期の中に入れというのが中心で、ハードル
の高い話になっていて、私たちの求める適用除外
はなかなか認めようとしない形になっています。
結果としては、ほぼ１００％近くだと思いますが、
適用除外は認めない方向です。実質新しい制度へ
の移行は出来ない形になっています。私たちには
少額短期保険業に入ることは共済そのものの廃止

につながりますので、適用除外で何とかしてくれ
と言っているのですが、なかなか金融庁とのやり
取りの中ではハードルが高すぎて応じてもらえな
いというところではないでしょうか。

西村 問題点はたくさんあると思うのですが、ひ
とつ、当初この法律を作るときには、自主共済の
多くは除外の範疇にあったのが出発だったのに、
アメリカの保険資本の強力な圧力によって急速に
しかも大掛かりな規制に変わってきたのが特徴で
すね。これはかなり露骨です。無認可共済を保険
業法および金融庁の監督下に置きなさいという命
令に近いものですね。

司会 それは在日米国商工会議所のオピニオンの
ことですね。確か２回出ていますが、２度目はか
なり具体的に、医師の団体などと名指しのように
なっていました。

西村 そうです。そこで一気に政府も腰砕けにな
って、今までと言っていたことがだいぶ変わって
しまった。そこが問題です。
それだけに作った法案そのものも粗雑です。細

かな調査などしていないのです。実態としては日
本の共済をほとんど調べていない状態でまとめて
しまった。したがって、いろいろな共済との交渉
や注文などを聞けば聞くほど、立ち往生している
状況だろうと思いますね。しかし立ち往生はして
いるけれど、つくった法律は守らせるとの心底は
変わっていません。２００７年３月の交渉の段階の報
告では、昨年９月までに届け出たのは３８９件の共
済だそうです。日本には５千とも６千ともいわれ
る共済のわずか３８９件です。このうち３月の時点
で４０％は廃業してしまったそうで、わずか２社が
少額短期保険業者として登録したそうです。

司会 当初、４００程度のサンプルをとって調べた
そうですが、少額短期になる団体はごく少数しか
ないということで、保険業法改正の目的のひとつ
は、大きく達成できません。常識で考えると法案
そのものを抜本的に見直すとなるだろうと思うの
ですが、そういう方向に行くのでしょうか。
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西村 狙いの本命が、労働組合ですからね。

渡邉 この法案が４月に上程される前の段階から、
私も保団連さんと連絡をとりあったり皆さんに声
をかけさせていただいたりしていたのですが、法
案の内容が粗雑だというのは審議の過程を見ても
わかります。当時の金融審議会の答申では、構成
員が極めて限定されている共済、高度な自治能力
があって自分たちで管理できる共済、こういうも
のには保険業法適用をする必要はないのだとはっ
きり言われているのです。この答申内容に沿って
法案は作られるべきだと私たちは思っていたので
す。ところが国会審議で出された法案には、どの
ような共済を対象にして規制するか、どのような
共済は規制から外すかという肝腎な点については、
全くぼかされていた。そのことについては国会議
員も、審議の中では、まじめにやっている共済も
あるしそうでない共済もある、まじめにやってい
る共済がこの法律によって立ち往生しないように、
そこはしっかりやりなさいと大臣に要求していま
す。では具体的にどうしていくのか、ということ
になると「政省令に委ねる」となっていて、全文
のなかに政省令に委ねる部分がなんと２００箇所以
上あったのです。
だから国会議員としては、この法律がどういう

性格のものなのかということが明確にならない段
階で審議し、法律として成立させられて、あとは
官僚の思うとおりにつくられるという、当時私た
ちは「小泉流の改革」と呼んでいましたが、そう
させられたのです。そして最初、政省令の中身は
７月に出るといわれていました。作業が遅れてい
るという理由で８月か秋口にはと言っていたのが、
ずるずると遅れて、結局その年の暮れ１２月２８日に
なってやっとパブリックコマントに付されました。
さきほどの在日米国商工会議所の意見書が出たの
が１１月です。これは関西のよみうりテレビで放映
されたように、PTAの共済がいったんは適用除
外とされていたのに、意見書が出た後でいきなり
適用対象になったという話が報道されていました。
「あくまで仮定の話で横槍が入ったことはない」
と放映された中で金融庁は答えていましたが、経
過を見ていると明らかに横槍が入っているのです。
だから、この保険業法の問題は、少なくとも私

たち自身を適用除外にしろと要求するのと同時に、
日本で法律を作っていく上でこういうことがあっ
ていいのかと、もっと現状をきちんと調べて現状
にあった法律を作るのが法治国家ですから、この
点でも訴えていかなければならないと思っていま
す。他の角度は皆さんから指摘があると思います
が、どうしても私はこの点を言いたいですね。

室井 交渉に行くと「共済も保険だ」と金融庁は
何度も言うのです。共済も保険とみなし、とにか
く保険業法の管理監督の範疇に取り込みながら、
その規制に従えない、あるいはそれからはみ出す
共済制度の存続を認めない、というのが最大の目
的であり問題点だと思います。
交渉の中では共済と保険の違いをいろいろと話

したのです。共済はもともと保険で出来ない部分
を自ら生活を支えあうためにやってきていること。
保険で出来ない部分をカバーし自助努力でお互い
に構成員の支えあう制度として非営利で行ってい
るので、その行為を保険で行おうとすること自体
にそもそも無理があること。また自助努力で出し
合っている資金についても、保険会社は政府の公
的資金でだいぶ助けられましたが、われわれはそ
ういうこともなく自らやっていることを保険とみ
なすのは行き過ぎであるし、活動内容もお互いに
ボランティアでやっているというのが、ほとんど
の団体の共通した部分なんですね。営利を目的と
して不特定多数を対象に行う保険と、特定の団体
が共通の目的で活動しながらお互いに構成員の助
け合いのためにする共済との違いですね、これを
すべて保険の範疇にして保険の範囲を超えるもの
はだめにし、民間保険市場の拡大を図るのが最大
の狙いだと思います。
これはアメリカからの圧力だというのが読売テ

レビの報道などからもほとんど公になっています
が、これらは郵政の民営化と同じ流れですね。郵
政民営化の次は、医療保険の改革がアメリカから
の市場拡大の最大の対象だと言われていますが、
私は共済の規制もこの流れと関連があると思いま
す。医療保険では公的な保障を縮小しながら市場
拡大を狙って民間保険がどんどん売り出されてい
ますが、今回の保険業法改定は共済分野も規制し
て、保険市場拡大の一環にするという流れだろう
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と思います。

司会 ようするに金融庁は、特定・不特定の問題、
営利・非営利の問題を言わなくなってしまったと
いうのですね。さきほどお話にあったように、郵
政の民営化や社会保険の民営化と目的は同じなの
で、共済単独で議論するのではなく、社会全体に
幅広く訴えていかないと共済問題でもなかなか勝
てないということになると思います。

渡邉 その点でいきますと、ご存知のように今度
は法制審議会で保険法の審議が行われています。
１００年ぶりの見直しだそうです。本間照光先生や
押尾直志先生がお書きなったものを読ませていた
だくと、現在の共済と保険業法の問題は、明治時
代の保険と共済の問題にさかのぼるというか、ず
っと狙われてきていたのだということがよくわか
ります。室井さんがおっしゃるように、日本の社
会保障制度をどのように変質させていくかという
問題と、従来からある保険と共済の垣根の問題、
商業保険はとにかく共済を認めたくないというの
がもともとあって、今は日本の保険会社の資本は
大分アメリカの資本が入っていますから、むしろ
アメリカに言わせているのではないかという根深
い感じを受けますね。

�共済と保険の違いの明確化
司会 さて保険と共済の区分説明についてはいか
がでしょうか。

斉藤 共済の歴史的・社会的に果たす役割が、保
険とは違うものだという説明をする必要があると
思います。今の適用除外を求める戦いそのものは
時間的余裕がないのです。２００８年３月いっぱいが
少額短期保険業の届出期限ですから、これがひと
つの大きな期限です。共済の理論的問題について
は、実際に共済法を目指していく、今までの経験
を踏まえて研究者の先生方と共済をやっている現
場の者とが協力して、ある程度時間をかける必要
があると思います。
国がやろうとしている法律的なものでは、ひと

つは昨年４月１日に改正保険業法がすでに成立し

たということと、先ほどの保険法です。いままで
は商法の中のひとつで保険契約の部分だけだった
のですが、商法自体は現代風に改正するには膨大
なものだから、たぶん保険契約部分だけピックア
ップして保険契約法として決められるのではない
か。一番大きな問題は、共済を保険に包摂すると
いう内容の検討をしていることと、これがすでに
決定したかのような報道が新聞などではされてい
ることです。おそらく、そうだろうとは思います。
保険業法の改正を検討しているワーキンググルー
プと、保険契約法を検討しているワーキンググル
ープの責任者は、どちらも同じ東大の先生と聞い
ていますから、一連の動きだろうと思います。
もうひとつは２００８年いっぱいには公益法人法の

改正が出てくるだろうなと。私たちは制度共済で
はないのでそう問題ではないのですが、今は適用
除外になっている制度共済も、新保険業法の対象
になる可能性が高いだろうということです。

司会 そういう強硬な発想はあるのですが、逆に
それに対してなくしていく、壊していくという対
応が望まれますね。制度共済の方は反応がのんび
りしている印象です。イコールフィッティングに
沿って存続できるのだと考えているのでしょう。

斉藤 確かに一部の制度共済は、これからは保険
と同じ土俵でやっていくと考えているようですね。
しかしそれで良いのか、本来の構成員のためにと
作られた目的や理念はどうなるのか、ですね。こ
れを外してしまって、果たして共済全体は生き残
れるのだろうか。そういう立場も維持して、今狙
われているのはわれわれのような自主共済ですが、
今の戦いも含めて共済全体の合流も本来は必要な
のではないかと思います。

司会 そうですね。当研究所の勉強会も当初は農
協や生協といった制度共済にも関心を持って参加
してもらって協同してというイメージを持ってい
たのですが。
斉藤さんが触れて下さったのは共済法の可能性

ということになりますが、作るとなると共済組織
の定義、実態はどうかということが必要になって
くるので、アイデアとしては魅力的でいいのです
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が、その可能性がどのくらいあるのかという議論
をお願いします。

斉藤 難しいのは、保険法（保険契約法）の中で
「共済を保険に包摂する」となると―これは２００８
年中に出てくる可能性があるのですが―共済側の
理論構築が困難になると言えます。私たちも、今
のうちに保険法に対しても反撃を加えていく必要
があるのではないかということです。

西村 保険業と共済の違いについての学問的構築
はこれからされるのだと思いますが、少なくとも
イメージとして共済を語るには、ひとつは特定の
人が対象者だという条件があると思います。助け
合いというのは対象がわからないのに助け合うこ
とはありえません。また共済は営利を求めない、
ここが保険会社との違いです。今度の少額短期保
険業は入り口のところでは保険会社になれますよ
と言いますが、出口のところでは利益を上げない
と取り消しますと金融庁は指導するでしょう。保
険業者は必ず利益を出さないといけない、これが
決定的に違います。一方、自主共済は自分たちの
共済ですから、中身について合意があればいつで
も自分たちで改善できる優位性を持っています。

斉藤 私は共済法を作るといった場合、一番、理
論展開できるのは自主共済だろうと思うのです。
自主共済がいちばん理論化できるだろうと思うの
です。それ以外に可能性は少ないのです。そうい
う意味では適用除外の活動は、実は共済は保険で
はないのだという理論的戦いを含めて、共済陣営
を代表する戦いだろうと思います。典型的に共済
らしい共済というのは、やはり自主共済なのです。

室井 私も、共済と保険では、現段階ですでに４
点の大きな違いがあると思います。
１点は目的の違いで、先ほど西村さんがおっし

ゃったように保険は営利を目的とした不特定多数
を相手とする保険事業で、共済は同業者や活動目
的を共有する団体や組織の構成員を対象にして、
その団体や組織の活動目的のひとつとして生活困
難をお互い支え合う非営利の活動だということで
す。

２点目は、障害や病気のある人など救済を必要
とする対象者に対する対応がどうかという点です。
保険は救済を必要とする対象者ほど危険リスクが
高いとして除外する、あるいは保険料を高くして
許可するのです。保険は生活保障の必要な人を出
来るだけ除外しながらやっていくのです。一方、
共済は困難に遭遇する人たちをいかに仲間で助け
合うかということを出発点にしていますから、救
済を必要とする人への対応が大きく違います。ま
た、共済は会員相互の助け合いですから、活動目
的や社会階層がほぼ共通する構成員が相互に支え
ているのですね。このため構成員のためにお互い
団結し支え合うという意識も育ちますが、保険は
不特定多数で、相互会社があったときは「これも
相互扶助だ」と言っていましたが、保険会社で契
約者同士がお互いに助け合うなどということは実
態からも意識からもありませんので、救済の必要
な人への態度がまったく違います。
３点目は、管理運営の違いです。保険は保険会

社として適正に運営されているかを監督官庁の監
督の下に行うとなっていて、広告費を含め制度管
理に必要な費用もすべて利潤を含めた保険料の中
で行い、そこで得た利潤は株主に基本的には還元
されます。共済はその集団の自治組織の中での制
度管理で、内容が適正に運営されているかはその
団体の加入者の自治として加入者が行うので、制
度管理で必要な費用はボランティアで活動したり、
一定の剰余が生じたら加入者に還元したりするな
ど、制度管理の違いが大きいと思います。行政が
監督したから適正に行われるかと言ったら、そう
でもないですね。最近の報道では、この５年間に
生保、損保の保険会社で８２万件、６５０億円もの不
払いがありました。金融庁は、「契約者保護」と
いいながら、これすらも監督できないのです。
４点目は、社会保障や福祉制度への対応の違い

です。保険は、市場開拓のためには社会保障・福祉
の改善や充実はむしろ阻害要因で、充実しないほ
うがいいのです。ところが本来の国民的視点で言
えば、公的な社会保障や福祉でカバーするのが本
筋だと思うのですが、共済は、社会保障の不備を
補完する自助努力をしながら公的保障の充実を求
めるという姿勢を持ちます。運動的な部分も含ま
れますが、社会的には決定的な違いだと思います。
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司会 今、完全に近い形で整理いただけたと思い
ます。ヨーロッパでは共済は公的社会保障のある
意味で補完という言い方をしたり、公的社会保障
そのものを担う団体になったりしています。これ
は民間保険会社にかなりの比重でまかせるアメリ
カと対照的です。金融庁は極端なアメリカ型、ア
メリカよりももっとアメリカ型の導入を計ろうと
している気がします。先ほどの整理いただいた内
容を金融庁に対して、どうやって納得させていけ
ばいいでしょうか。ここを努力しなければいけな
いかなと思います。

渡邉 去年１０月頃ですが、金融庁と個別交渉した
後に各団体が集まった際、ある弁護士の方が「官
僚が言うには、法律の作り方の問題で適用除外を
するとなると個別列挙しなければならない。実質
上一つ一つ挙げるのは不可能なので、おおもとだ
け挙げ、それで決めるしかないのだ」と言うので
す。私はこれは問題があると思いますね。
例えば経産省の、PSE（中古電気製品安全法）

などのように、官僚が作る法律には不備があって、
国民の反対にあって押し戻される。法律を支配の
道具として官僚は使おうとするのだけれど、作っ
たものが国民生活になじまない、その矛盾が出て
きていると思います。確かに金融庁はかたくなで
すが、私たちはいまそういう意味では議員立法の
運動を取り組んでいます。最初の頃は法律は成立
してしまったからどうしようもない、と言う議員
もいましたが、何度も足を運び自主共済とニセ共
済の違いを話す中で、まじめな共済が何とか継続
できる道はないかと、私たちの主張に理解を寄せ
てくれる議員も増えてきました。今の保険業法は
国会での審議内容と趣旨が異なってきている、と
衆参両院であれだけの数の国会議員が言っている
のですから。国民の立場に立った法律をいかに作
らせるかということの大きな試金石になると思い
ます。こうした運動を続けながら共済法なども検
討する必要があると思います。

司会 当研究所の機関誌で力を入れて紹介してい
るのが、欧米は共済と保険とが共存していること
なのです。アメリカですら、共済組織がきちんと
あり、法律で税制免除などの保護を受けている。

ヨーロッパは共済法、保険法、協同組合保険法な
どのだいたい３つの法律がある。ヨーロッパ各国
は共済をつぶそうとはしていなくて、つぶそうと
しているのは日本くらいなのではないかと思いま
す。

斉藤 EUは共済に対しては姿勢が違いますね。

司会 EU共済法は、営利保険会社と共済組織の
綱引きで作られている法律だと思います。

斉藤 個別の国家の法律には影響力がないのかも
しれませんが。

�共済法の可能性
司会 EUの場合は多国籍なので、何カ国に渡る
ところだけを押さえるので、どうしてもグローバ
ルの方、軸足が営利にいきがちです。ただヨーロ
ッパ各国の共済関係をみると、共済法および保険
法、両方で網掛けをしていく形が多いですね。両
方にかかる団体もあるし、共済法だけにかかる団
体もある、ということです。

斉藤 私たちは共済法をゼロから理論構築する必
要はないのですね。それこそ戦前からの賀川豊彦
先生の活動もあるし、地域ごとの共同体で作られ
た共済に近いもの、結（ゆい）や無尽（講）とい
った、共済とは言えないかもしれないけれど困っ
たときの助け合いの制度はあったのです。先日の
朝日新聞にも戦前の村落共同体の相扶共済の記事
があったし、掘り起こせば歴史的にいくらでもあ
ります。また海外でも共済は存在しますので、日
本で共済を認めないこと自体がおかしいのであっ
て、共済は社会的、歴史的に必然があって発生し
てきた根拠のあるものだということを示していけ
ればいいのではないかと思いますね。
私たちの戦いは３段階に分かれると思います。

第１段階は新保険業法ができるという段階、２００６
年４月１日以前の時点です。このときはこの法律
が自分たちに関係するとは思ってもいなくて、０５
年１２月に「共済の今日と未来を考える懇話会」が
出来て、自主共済が対応を模索している段階でし

36 いのちとくらし研究所報第１９号／２００７年５月



た。第２段階は２００６年４月１日から９月３０日の特
定保険業者の届出期限までで、自主共済では懇話
会が中心になって、金融庁に対して適用除外を求
めている段階でした。しかし９月いっぱいでも適
用除外は出来なかった。そのあとは政省令での対
応もありますが、国を相手に議員立法を求めてい
こうという第３段階になってきました。
もともと内閣立法は、与党が圧倒的多数ですか

ら９０％以上が成立してしまい、議員立法は３割台
の成立でしかないと聞いています。これは国会の
立法権をつかさどる機能が形骸化していることで、
内閣立法がどんどん通っているのは制度としてお
かしいのではないかと思います。国会の立法を審
議する機能が役割を果たしていない、つまり内閣
が審議会で自分たちに都合のいい法律案を作り、
国会では根本的な骨格のところだけを審議して通
してしまい、国民に知らせるべき内容や国にとっ
て不都合な内容ははっきりさせないまま、重要な
部分は政省令で通してしまうという手法が、ずっ
と横行しているのではないかと思います。

司会 日本はその点特殊といいますか、国会議員
に立法者という自覚が少ないように思えます。

斉藤 保険業法でも PSEでも、あまりに国会の
立法機能が弱くなっています。私たちはこの共済
の問題をもう一度国会に差し戻して、法律自体は
変えられないかもしれないけれど、法律の中身を
追加することによって、本来は目的ではないはず
の自主共済を適用除外することができるだろうと
いう戦いをしています。

西村 議員立法については７８名の議員の賛同、署
名の引き受けがありました。この方たちの力を引
き出すためにも、われわれの署名やはがきといっ
た要請行動が必要です。激励していかないと今の
国会での議員立法は困難が伴いますが、せっかく
ここまで問題意識も広まっているし、今年の夏の
参議院選挙も視野に入れなければいけないと思い
ます。議員にも思惑はあるはずです。これをチャ
ンスにする必要がありますね。

室井 ご指摘のあったように国会の機能低下と法

律で政省令にゆだねるという手法が問題ですが、
もう１つ問題点を加えると、対象となる国民の分
断を図る手法をとりますね。今回の制度共済と自
主共済の問題でも、当面は自主共済をターゲット
にし、そのあと制度共済を対象にしています。公
益法人改革でも同じで、NPO法人は当面除いて、
問題の対象を一定に絞り、次に NPO法人や人格
なき社団を対象にするのです。私たちの運動の課
題でもありますが、本当の狙いはどこにあるのか
ということを考え、当面の規制対象を越えていか
に広範に共同、協力するか。この視点から国民の
側もうまく動かなければならない。

斉藤 分断と各個撃破ですね。

渡邉 その点では、私たち懇話会は他の制度共済
の方々とも交流していますが、共済と保険の垣根
の問題では、実際の運営面では難しいところがあ
るようです。
例えば労働者の共済では、労働組合員は団塊世

代の退職などによってこれから減少し、地域に出
ることになります。経営としては非常に苦しくな
ることが予想されます。JA共済も難しい面があ
るようです。創立の頃は農民が共済事業を経営す
ることによって農村の資金が流出するのを防ぐ役
割があったようです。死亡弔意金制度や火災共済
制度をつくって、その集まった資金を農業経営の
近代化にも役立てることができたようです。当時
すでに保険と共済のせめぎあいがある中で、社会
運動家たちが熱心に働きかけたのです。ところが
今は政策的に国内での食料生産が抑制される中、
専業農家も減っています。
このように共済を取り巻く環境が変わる中で、

私たちはもう一度共済本来の役割というものを問
い直しながら、協同の運動を作っていかなければ
ならないと思います。
また、地方に自主共済の懇話会が広がっていま

す。すごく力になることだと思うので、もっと広
げたいですね。

西村 ２月の段階で４つですね。愛知が最初で大
阪、兵庫、６月には東京、千葉も立ち上がります。
広島と埼玉もありますね。地域での広がりは大き
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な国会への力になります。
大手共済の今後ですが、大手共済は２０年前から

商品開発の面で保険会社と競争しています。です
から大手共済にとって、保険会社設立も選択の範
囲といえます。この面で見ますと、今後の共闘と
いうことでは大きな課題が残るのではないでしょ
うか。

斉藤 その意味では自主共済だけ先行して適用除
外になればいいとの言い方も出来るわけで、確か
にその可能性もあると指摘する研究者もいます。

室井 私は協同組合「保険」という言い方は気に
なりますので、協同組合「共済」との関係でいう
と、保険業界や行政は、かつてはそうした共済を
規制しようという動きであったのが、規模が大き
くなると逆に中に取り込む方針に転換しています。
保険会社とのタイアップで事業内容などに踏み込
んでいき、協同組合「共済」の側がこれに乗って
提携するという形をとるようになりました。もち
ろん共済制度も経営体の側面があるのは事実で、
経済活動を余儀なくされるのは当然です。ただ保
険資本とは、保険会社の商品と争うだけでは市場
競争に巻き込まれていきます。経営体としての経
済活動の側面を重視するとともに、大きな違いと
しての協同組合であることを重視することです。
組合員がお互いに協同して自らの生活を支えあう
協同組合の活動を通じて、利益優先の企業活動に
一定の規制をするなど協同組合として社会的な発
言を強めたり、そのために組合員自らの学習や教
育を重視したり、協同の役割を、協同組合として
どう果たしていくかを考え直すことが、社会的な
存在意義として大きな意味を持ってくると思いま
す。そのためには、私たちも自主共済の活動を強
めながら、おおもとにあるアメリカ政府の要求や
保険資本が何を狙っているかという共通の認識を
持ち、国民的な視点から共同することが必要だと
思います。

渡邉 室井さんがおっしゃったことは、この研究
所の学習会で講師をつとめられた日本大学の高橋
巌先生も指摘されていました。従来の協同組合共
済が、社会への還元が弱かった、還元していても

アピールが弱かったということです。JA共済は、
やはり地域での介護や福祉分野について要望され
ることが多くて、共済組織として施設を作ったり
ヘルパー養成講座を開いたりしているそうです。
私たちもそうした面でも、もっと交流しながらい
きたいと思います。またヨーロッパの共済も社会
的な共済組合の活動をやっていますね。
自主共済のメリットは、要請書にもあるように、

まず団体としての目的があることです。社会に対
する有益な活動を、各団体ともにそれぞれがやら
れている。非営利セクターとよばれますが、その
団体の構成員を支える共済運動ですから、ここが
自主共済の他の大きな共済とは違うメリットだと
思うので、適用除外、そもそも保険とは違うのだ
と主張をする必要があると思いますね。また協同
組合保険の皆さんのとの協同した運動というのも
あると思いますね。

�適用除外を求めつつ、共済の団結を
司会 ヨーロッパでは大きな協同組合や協同組合
保険や相互保険、いわゆる自主的なものも含め、
社会保障にリンクしたものも含めて、旗印として
いるのが「社会的経済セクター」（日本語では非
営利・協同セクター）です。ある相互保険の団体
で、「自分たちは社会的経済セクターの一員であ
る」と宣言している相互保険会社があるのです。
日本の場合も自主共済と既存の全労済、JA共済
などのいろいろな共済がひとつの旗印でまとまる、
集まる場を作る必要があると思います。相手が変
わるのを待つわけにはいかないので、これは自主
共済側が準備するしかないのです。
さて短期的な要求としては適用除外を求めてい

くことが重要ですが、適用除外を求めるにはその
場にとどまらないと出来ません。少額短期事業者
などを選択すると立場が変わってしまうからです。

斉藤 少額短期に移行できるような共済とは違う
のだと主張して、現在ある適用除外に私たちのよ
うな自主共済が含まれるように枠を拡大すればい
いのではないでしょうか。相手は認めませんので、
しつこく主張していくしかありません。
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室井 団体の構成員として明らかに特定され、団
体の活動目的のひとつとして構成員の福利厚生の
ために運営されている共済制度、それは除外する
とすればいいのではないかと言っています。これ
に対して金融庁は、定義が弱い、財務内容などに
触れていないと言っていますが、共済という名を
使って不特定多数を対象とする保険業者や、共済
事業それだけを目的として、形の上では団体を構
成しているようにして実際は営利企業がやってい
る「ニセ共済」は、実態をみればわかるものなの
です。先ほどもでましたが、０６年９月末までに届
け出た３８９団体のうち少額短期保険業者に移行し
たのは２，３つだけです。それ以外は実質、今の
条件では保険会社や少額短期保険業者という２つ
の選択肢では継続できないのです。その実態をも
っともっとはっきりさせたいですね。
同時に、期限を切られた経過措置期間ではあり

ますが、期限を過ぎたらその共済は存続できない
ということにならないような対策も必要だと思い
ます。

渡邉 私たちは要請書を出すときに、条件を書い
たのです。適用除外の条件は労働組合の共済、企
業の共済、制度共済などの条件が１０個ほど列挙し
てあります。そして最後に「以上の共済に準ずる
ものは適用除外にする」という一文があって、な
ぜそんな一文が入るのか私には不思議に思えまし
た。彼らにしても入れざるを得なかったのだとは
思います。そこにもってきて「私たちがまさにこ
れじゃないか、適用除外にしてほしい」と言うと、
絶対認めない。バックに何があるのかな、という
話になってきますが。
私どもの共済には、各医療法人の職員で健康保

険に加入している人しか入れないのです。どんな
ことがあっても、一般の人に１００円で会員カード
を買っていただいて入ってもらうというものでは
ないんです。これこそ審議会で言っていた「特定
を対象として、総会をやって自分たちで資金管理
もしている」ことです。どこに問題があるのだと
聞いても金融庁の担当官は答えられない、「おっ
しゃるとおりです」と言います。しかし、適用除
外には出来ないという。やっと彼らが唯一、根拠
とするのは「あなた方には法的根拠がないのだ」

と。どの法律にも基づいていないから認められな
いと言うのです。室井さんや西村さんがおっしゃ
ったように、団体目的があって、その団体の構成
員であるということですね。保険医協会や保団連
さん、全商連さんに加入してその団体の活動を行
うことが本来の目的なんですね。全商連さんの死
亡共済を買いたいから入るという人は入れない。
こうやって金融庁の役人が個別に共済会の目的を
判定することは出来る筈です。でもやりだしたら
きりがないからやらない、という態度です。

司会 日本は非営利・協同セクターの法律整備が
悪いです。ヨーロッパでいうと共済組合法、団体
・結社のアソシエーション法がだいぶ前からあっ
て、さらに協同組合法があります。一方、日本に
は協同組合法だけしかなかったのです。特にアソ
シエーション（団体）法は強制の網掛けではなく、
認定して欲しい団体はそこに入って免税などの特
権を得るが、法律の傘下に入らずとも存在を認め
られるのがヨーロッパ的考え方です。だから法律
がないではないかという相手とは水掛け論になる
かもしれませんが、そういう考え方だけではない
ですよということが言えますね。

斉藤 だとすれば、少額短期保険業はまったく自
主共済の受け皿になり得ないというのが、既には
っきりしています。営利目的で一定の資本がある
ところは移行は出来るでしょうが、我々のような
自主共済には不可能だというのを事実が示してい
ます。そういう意味では、法的裏付けを非常に緩
い形で作ることも可能なのです。たとえば公益法
人法を改革しようとしていますが、一般社団、一
般財団と、より公益性が高く国が認可する新公益
法人とに分けようとしています。それならば、届
出だけで認めるようなより緩い法人制度を作って、
最低限のルールだけを決めればいいのではないか
と思いますね。
だいたい、我々のやっているのは言わば非常に

自己完結型の組織ですから、介入を受けるいわれ
は何もないのです。たとえ破綻する場合でも、内
部の構成員だけで破綻して、内部にのみ迷惑をか
けるのであって、他の人たちに迷惑をかけること
はないのです。ところが国が法律で規制している
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はずの保険会社は、生命保険も損害保険も第３分
野でも、みんな不正や不払いなどの迷惑をかけて
被害は膨大です。金融庁が監督をしているにもか
かわらず、です。そちらの方がよほど問題です。
だから私たちが０８年８月以降にも届出をしない

と選択したら、本当に罰するのかと聞きたいとこ
ろです。保険業法には違反したら罰金刑の他に懲
役などの規定もあるのですが、あれだけ大きな保
険会社が何百億円という大きな迷惑を国民に与え
ていながら、処分は行政処分でしかありません。
それなのに、我々自主共済を保険業法で厳しく取
り締まるのですか、と言いたいですね。構成員に
迷惑も損害も与えていないのに、大きな矛盾です。

司会 私はその辺は楽観論でして、そういった脅
しの実行は、実際は難しいだろうと思います。斉
藤さんがおっしゃったことには、ヨーロッパの政
府の担当者ならば「その通りです」と言うと思い
ますが、日本の政府はそういう態度はないですね。

斉藤 全くないです。保険業法というのは厳しい
法律だと、国会でもさきの金融大臣が言っていま
す。それに違反する者は厳しい罰があるのだと言
っています。しかし適用除外にならずに新しい制
度に移行することには相談する、協力するとしか
言わないのです。

室井 この団体の目的の１つで行うという中で、
団体自身のモラルは非常に有効に働きます。たと
えば保団連では本当に休んでいるのかというのを、
同業者である医師が同じ地域の請求者に行って休
業の実態を確認したり電話したりとやっています。
そこでもし不正をすれば、開業医の仲間からそん
なことが許されるのかと非難があがりますし、そ
うした情報は自分たちで集約しています。保険会
社が同じことを出来るかと言えば、全然違う。し
かも仲間同士の助け合いを前提にしながらボラン
ティアでやっているのですから、そういうことま
で認めないのであれば、「社会的に有用な活動を
している団体であっても適用除外は認められませ
ん」と金融庁として回答書で出せと求めたのです
が、一切応えません。金融行政として社会的に説
明責任があるのにそれまで放棄するのか、とそこ

まで話をしてきたのですが、そういうところは一
切文書では回答しない、これが慣例であるという
のです。国民に対する社会的責任として許される
のか、という問題があると私は思いますね。

司会 行政や公権力が説明責任を果たさないです
ね。

斉藤 東京だけで地方公聴会も開かないで決めて
いますし。

渡邉 地方公聴会でも、自分が推薦した人間にも
「これは少し問題があるんじゃないですか」と言
われても、とにかく開きました、というアリバイ
作りというか、とにかく立法の段階から国民の意
見を聞くつもりはないのでしょうね。そのことを
明らかにしていきたいですし、一定程度、テレビ
局や商業新聞各社が報道したので、だいぶ世に出
てきた形です。

斉藤 ４月の国会のときにも、民主党議員の質問
の中で、共済の事前調査が不十分だったと渋々な
がらでも認めざるを得なかったのです。不十分な
中で立法を準備しているというのは、この法律に
は大きな瑕疵があるというのを示していると言え
ますね。

西村 ただ、５回の交渉の中で金融庁の口調は変
化しているけれど、本音の根本的なところは譲り
ません。届け出たうちの４０％が廃業という現実に、
何の痛痒感もないのです。心配するような様子は
まったくなく、やめるならやめて結構という、助
太刀はしませんという態度です。したがって、こ
れからの運動をよほどしっかりとやっていく覚悟
でいます。

斉藤 次の大きな課題（制度共済）に取りかかる
のだということなのでしょうか。

西村 ４月２４日の国会質疑の中で、いわゆるニセ
共済についての規制は、実際上は出来るという答
弁をしています。たとえば、共済という名でお金
を集めながら還元しないのは詐欺罪で刑事告発で
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きるのではないかという質問には、その通りです
と言っています。あるいは出資法違反で告発とか
のように、共済の名で金を集めて加入者に還元し
ない、不正を行ったというのは他の法律で規制で
きるのです。また実態として不特定多数に共済の
名で保険を販売していることは、これは保険業者
としては無届ですから、発動できる法律はいくら
でもあるのです。ニセ共済の規制が目的ならば旧
保険業法でも規制できたし、現在でもできます。
政府・金融庁の狙いがどこにあるのか、一層明ら
かにしていく必要があります。

司会 政府、金融庁の真の狙いと、自主共済の真
の姿をわかりやすく多方面に支持を得られるよう
に社会に訴え、明らかにする必要があります。そ
ろそろ最後になりますので、一言ずつ今後につい
てお願いします。

斉藤 その前に１つ、小泉政権の時代は格差社会
を認めませんでしたが、これだけ格差が明らかに
なっている中で、自主共済は草の根のセイフティ
ーネットとして大事になっていると言えます。国
がセイフティーネットをどんどん外す中で、自主
共済を破壊することは、社会の低辺の構造に悪影
響と破壊を及ぼすのだということを主張するべき
だと思います。国際的にも格差が問題になってい
て、アメリカのバーモント州でしたか、地方政府
が公的医療保険を作ろうという運動があるそうで
す。つまり４００万人以上といわれる無保険者を救
おうという動きが出てきている。そういう格差社
会の中での自主共済の大切さをアピールする必要
がありますね。

室井 同じような意見ですが、社会保障全体が大
幅に後退する中で、共済を必要としている人まで
閉め出して保険だけで行おうとすれば、生活の自
己防衛も出来なくなります。当然、格差社会が進
行すればするほど、生活防衛さえも除外されます。
共済が一時的に後退を余儀なくされたとしても、
本当にお互いの生活を支え合うという目的がなく
なるわけではなく、むしろより必要になるので、
共済が社会的に果たしている役割の重要性、意義
を広め、制度共済の関係者も含めて共済の社会的

役割を見直しながら、共同する視点が重要になり
ます。その点では共済に関係する人たちだけでは
なくて、保険や共済の研究者、法律関係の団体、
生保・損保労働者のいい意味での社会的役割とし
て保険技術を共済に生かすなど、保険の有用性を
共済活動に生かす関係者の連携、共同の活動が必
要だろうと思います。その中で医師の活動が必要
だというのであれば、役割を発揮できると思いま
す。職能団体の連携等、検討の余地はあると思う
のです。

西村 懇話会に参加する団体はまだまだ少数です。
それぞれの団体の運動や特徴はそれぞれ違うわけ
ですが、違うところは生かしながら、共通項を大
切にしながら分断作戦に乗らないようにしたいと
思います。もうひと回り、二回りと懇話会への参
加を増やす努力が必要です。また国会の中への激
励も含めて、よりいっそう努力していきたいです
ね。

渡邉 今日はお見えになっていませんが、障害者
団体の共済会の方々は、難しい判断を求められて
います。ある障害者共済会では、やむなく保険会
社の用意した保険へ入るという選択をするところ
も出てきているそうです。まさに大変な時期です。
それでは全員が保険に移ればいいのかというと、
保険には入りたくても入れない人がいると、その
人たちへの責任は誰が持つのかとなります。金融
庁はもちろん持たないし、保険会社は利益がなけ
れば参入しない。ならば私たちがやるしかないで
はないかと共済会の方は言っていました。そこに
共済会の役割、意義があるのではないでしょうか。
一方、新聞報道などにあるように、保険会社の

反社会的姿勢が報道されています。保険会社では
本当の社会貢献活動が出来ないのだというのが、
資本の論理からはっきりしています。共済こそが
社会貢献の役割を果たせるのではないのでしょう
か。協同組合共済の方々とも協同し、社会貢献活
動を共済として出来ることをアピールして、存在
意義を社会にアピールしていきたいですね。その
点では地方に懇話会が広がっていることが大きな
力になってきます。
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室井 保険会社の反社会的役割を追加すると、新
聞広告やテレビコマーシャルなどでいかに医療費
自己負担が大変かと宣伝していましたが、高額療
養費で還元されることは一切触れなかったのです。
さすがに厚労省が不当・過大な広告だと規制に乗
り出しました。国民の立場に立てば、正確に公的
医療保険制度はこうなっているとした上でなけれ
ば、あたかも公的な医療保険では保障されていな
いように宣伝するのは反社会的な行為だと思いま

す。

司会 共済は人々の連帯がベースだという点が保
険との大きな違いだと思います。今後とも共済の
運動と理論とを広げていきたいと思います。本日
はどうもありがとうございました。

（２００７年５月１１日実施）

【事務局ニュース】２・会員の海外医療体験談、情報掲載について

会員の皆様から海外医療体験談、活動近況報告を募集します。皆様の応募をお待ちしています。

・字数：４００字～８００字程度
・原稿料：掲載された方には薄謝を進呈
・内容：
１．会員活動状況、情報募集
活動状況や情報募集など、読者へお知らせす

る内容をお書きください。
２．海外医療体験談
海外で生活し、実際に現地の医療を受診した

方の体験談を募集します。
・投稿先：
事務局へ郵送あるいはＦＡＸ、電子メールで

お寄せください。
なお投稿いただく際には「活動報告」「情報

募集」「海外医療体験」などのテーマを明記し、
「情報募集」の場合は連絡先を必ず入れてくだ
さい。
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